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1 在宅医療推進事業（小児在宅医療連携拠点に関する調査研究）【拡充】 750 　県内の小児在宅医療連携拠点の設置に向けて、先進事例視察等の調査研究を行うもの。 ○ ○ ○ ○ ○ 医療政策室

2 療育センター管理運営費【継続】 575,233
　本県における療育の拠点として設置する「岩手県立療育センター」の管理運営を行うため、指定管理者（令和元
年度：県社会福祉事業団）に対し指定管理料を拠出する。

○ ○ ○ ○ ○ 障がい保健福祉課

3 在宅超重症児（者）等短期入所機器整備費補助【継続】 3,900
　在宅生活を送る超重症児（者）及び準超重症児（者）を受け入れる短期入所事業所に対し、受入に必要な機器の
購入費を補助する。

○ ○ ○ ○ 障がい保健福祉課

4 在宅超重症児（者）等短期入所支援事業費補助【継続】 3,361
　在宅生活を送る超重症児（者）及び準超重症児（者）を介助する家族の負担軽減のため、短期入所の受入拡充を
図る。
　市町村が行う障害福祉サービスの短期入所に係る介護給付費の上乗せ支給をする事業に対し、補助する。

○ ○ ○ ○ 障がい保健福祉課

5 特別支援教育推進事業（特別支援学校医療的ケア体制整備事業）【継続】 　医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特別支援学校へ看護師を配置する。 ○ ○ ○ ○ 学校教育課

6 特別支援教育推進事業（特別支援学校医療的ケア体制整備事業）【継続】 　県内医療的ケア実施校の看護師等を対象として研修会を実施する。 ○ ○ ○ ○ 学校教育課

7 在宅医療人材育成基盤整備事業【継続】 1,585
　各地域における在宅医療提供体制を整備するため、医療・介護従事者等を対象とした研修を実施するもの。
　・　在宅医療研修（医師等医療従事者を対象とした研修）
　・　訪問看護師向け研修（在宅医療関係）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療政策室

8 障がい児者医療推進費（障がい児者医療学寄付講座設置事業費）【新規】 33,000
　障がい児者及びその家族が安心して生活できる環境を整備するため、地域における障がい児者医療に関する研究
や普及啓発活動を実施する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 障がい保健福祉課

9 重症心身障がい児等支援者育成事業【継続】 　訪問看護ステーション等で重症心身障がい児・者支援に携わる看護師を対象に研修を行う。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 障がい保健福祉課

10 医療的ケア児等コーディネーター養成事業【継続】
　重症心身障がい児を含む医療的ケア児に対する、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連
絡調整を行う医療的ケア児等コーディネーターの養成を実施する。

○ ○ ○ ○ 障がい保健福祉課

11 医療的ケア児等支援者育成事業【新規】
　医療的ケア児支援に携わる看護師等を対象に、たん吸引や経管栄養等の医療的ケアに係るスキル向上を図る研修
を実施する。

○ ○ ○ ○ 障がい保健福祉課

12 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業（療養生活支援事業）【継続】 901
　小慢児童等のうち、医療を必要とする重篤な人工呼吸器装着児童等を対象とし、契約医療機関で、家族の介護負
担軽減のため一時的な預かりを行う。

○ ○ ○ ○ 子ども子育て支援課

13 小児慢性特定疾病医療費助成事業【継続】 220,174
　小児慢性特定疾病により治療を要する児童等に対し、指定小児慢性特定疾病医療機関での必要な医療の給付を行
うもの。

○ ○ ○ ○ 子ども子育て支援課

14 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業【継続】 689
　日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性疾病児童に対し、日常生活用具を給付した場合の経費を補
助する。

○ ○ ○ ○ 子ども子育て支援課

15 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業（相談支援事業）【継続】 5,248
　保健所において、小慢児童等の家族を対象に医師の講話、情報交換会、個別相談会等の交流会を実施する。
　また、小児慢性特定疾病児童等自立支援センター（委託先：岩手県難病・疾病団体連絡協議会）にて、自立支援
員が小慢児童等の相談に応じる。

○ ○ ○ ○ 子ども子育て支援課
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資料１－２ 
①　重症心身障がい児者　　　【医療的ケアなし】

②　重症心身障がい児者　兼　医療的ケア児者（軽度の医療的ケア）

③　重症心身障がい児者　兼　医療的ケア児者（重度の医療的ケア）

④　医療的ケア児者（重度の医療的ケア）　　　【知的障害なし】

⑤　医療的ケア児者（軽度の医療的ケア）　　　【知的障害なし】
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